
第２「み ず」 

 

第２－３「うみ」と「みなと」 

（港 湾 課） 



第２－３ 「うみ」 と「みなと」 

 

１ 海岸の現況 

（１）概要 

福岡県の海岸線延長は約645kmに及び、このうち約262kmは海岸保全区域、約79kmは一般公

共海岸区域となっています。海岸保全区域の所管は３省庁（国土交通省、農林水産省、水産

庁）に分かれており、県土整備部では、このうち国土交通省水管理・国土保全局及び港湾局

所管分（博多港及び北九州港の港湾区域を除く）と一般公共海岸区域を管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳川海岸（柳川市） 
 

新松原海岸（岡垣町） 
 

341.2km 

R7.3.31 時点 

 (海岸統計 R6 年度報告数値) 

645km 341.2km 

・海岸法で国や地方公共団体が管理する区域は全体の約 341km[約 50％程度] 

 (その他海岸は保全林や道路護岸、港湾護岸、飛行場などによって構成されています。) 
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（２）福岡県の海岸

 

 

  

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市西境界 

大分県境 

佐賀県境 

熊本県境 

佐賀県境 

玄界灘沿岸 

玄界灘沿岸 

・佐賀県境から北九州市西境界までの沿岸 

・ほとんどが玄海国定公園に指定 

・美しい景観が続く海岸線 

・侵食対策や老朽化対策を進めている 

有明海沿岸（福岡県） 

有明海沿岸（福岡県） 
・佐賀県境（筑後川河口）から熊本県境に至る沿岸 

・干満の潮位差が大きく軟弱土層の干潟が続く 

・施設の天端高不足 

・施設の老朽化が進んでいる 

・高潮対策や老朽化対策を進めている 

・北九州市西境界から大分県境までの沿岸 

・施設の天端高不足 

・施設の老朽化が進んでいる 

・高潮対策や老朽化対策を進めている 

豊前豊後沿岸（福岡県） 

豊前豊後沿岸（福岡県） 

沿岸区分は地形・海象面の類似性や沿岸漂砂（砂の移動）の連続性や都道府県境を考慮して定めて

います。 
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２ 海岸保全基本計画 

我が国の海岸は、地震や台風、冬期風浪等の厳しい自然条件にさらされており、津波、高

潮、波浪等による災害や海岸侵食等に対して脆弱性を有しています。 

今後、価値観の多様化や少子・高齢化等が進む中で、海岸は、大規模な津波、台風等によ

る高潮等に備え、防災・減災対策により災害に対する安全性が一層向上し、良好な海岸環境

の整備と保全が図られ、人々の多様な利用が適正に行われる空間となることが求められてい

ます。さらに、海岸保全施設については、今後、集中的に老朽化対策が必要とされており、

適切な維持管理・更新を推進することが求められています。 

福岡県では、国が定める「海岸保全基本方針」に基づき、防護・環境・利用が調和した海

岸づくりを目指し、海岸整備を実施していく上で基本となる「海岸保全基本計画」を策定

し、その基本計画に基づき海岸保全施設の整備を行っています。 

また、気候変動の影響により、海面水位の上昇や台風の強大化等が懸念されており、国が

「海岸保全基本方針」の変更を行ったことを受け、福岡県内３沿岸（玄界灘沿岸、豊前豊後

沿岸、有明海沿岸）の「海岸保全基本計画」の改定を進めています。 

 

３ 海岸事業の施策体系 

福岡県では、「福岡県総合計画」に定められている基本方向や、基本方向ごとの取組事項と

施策を推進するため、海岸に関する具体的事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆次ページ以降において事業の概要説明を記載しています。 

感染症や災害に負けない

強靭な社会をつくる 

基本方向 取組事項と施策 具体的事業 

海岸災害防除対策事業 

海岸整備事業 

海岸調査費 

交付金事業 県単独事業 国庫補助事業 

（取組事項） 

災害からの復旧・復興、

防災・減災、県土強靭化 

 

（施策） 

災害からの復旧・復興、

防災・減災、県土強靭化

の推進 

高潮対策事業☆ 

津波・高潮危機管理対策緊急事業 

誰もが住み慣れたところで

働き、長く元気に暮らし、子

どもを安心して生み育てる

ことができる 

（取組事項） 

快適な環境の維持、保全 

 

（施策） 

自然との共生と快適な生活

環境の形成 

海岸環境整備事業☆ 

海岸保全施設整備連携事業（高潮対策）☆ 

海岸メンテナンス事業☆ 

海岸災害関連事業 

海岸管理費 
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４ 海岸の事業概要 

（１）ハード対策 

ア 高潮対策事業 

福岡県は、台風の常襲地帯であり、特に有明海沿岸や豊前豊後沿岸の背後地は、ゼロメ

ートル地帯(地盤高さが平均満潮位より低い土地)が広く存在し、人口や資産が集積してい

るため、高潮による被害が懸念されています。このため高潮による被害防止を目的とした

堤防や護岸の嵩上げや補強を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 海岸メンテナンス事業 

経年変化等の影響による損傷や機能低下が進行している既存施設の補修・改良を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高潮発生のメカニズム 

三毛門沓川海岸（豊前市） 

越流状況 

陸側（堤内側） 

堤防被覆工 

消波工 堤防嵩上工 

老朽化状況 

柳川海岸（柳川市） 
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ウ 海岸環境整備事業 

海岸における自然環境の保全やレクリエーションその他活動の場としての利用増進を図

る事業です。この事業では、人工リーフ、突堤等の整備や養浜等を行っています。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ソフト対策 

ア 津波対策 

東日本大震災において、想定をはるかに超えた巨大な津波により甚大な被害が発生したこ

とを受けて、「津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）」が制定され、そ

の規定に基づき、平成３０年７月３１日までに「津波災害警戒区域」を指定しました。 

現在、区域指定された沿岸市町においては、津波ハザードマップの作成が完了しており、

今後も県は、避難訓練の実施、避難確保計画の作成などを支援し、市町とともに津波に対す

る警戒避難体制の整備がより確実なものとなるよう努めていきます。 
 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

＜基準水位＞ 

                     ・津波浸水想定に定める浸水深に、建物等への衝 

突によるせき上げ高を考慮した水位 

                        ・津波から避難する上での有効な高さが想定でき、 

避難施設などの効率的な整備の目安になるよう 

地盤面からの高さで表示 

 

避難場所の高さが明確化  

（「福岡県津波災害警戒区域図」ホーム

ページアクセス用 ２次元コード） 

突堤工 

侵食状況 

航空写真 昭和 50 年当時 航空写真 現在 新松原海岸（岡垣町） 
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イ 高潮対策 

平成２７年５月に改正された水防法に基づき、未だ経験したことのない規模の災害から 

命を守るため、県内３沿岸において想定される最大規模の高潮を前提とした「高潮浸水想定  

区域図」を令和元年１２月２７日までに公表しました。 

現在、区域指定された沿岸市町においては、高潮ハザードマップの作成を進めており、今

後も県は、ハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難確保計画の作成などを支援し、市

町とともに高潮に対する警戒避難体制の整備がより確実なものとなるよう努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 海岸の管理 

（１）海岸管理業務 

福岡県の海岸管理の主な業務は次のとおりです。 

ア 海岸保全区域の指定・廃止 

イ 海岸管理者以外の者が行う海岸保全施設に関する工事の承認 

ウ 公共海岸の占用等許可（一般公共海岸区域を含む） 

エ 海岸工事の施工 

そのほか、海岸保全台帳の整備等の海岸管理運営業務を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）砂利採取許認可業務 

一般海域等において、砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可事務及び、福岡県一般海域

管理条例に基づく、土石採取の許可事務を行っています。 

 

○海岸の管理についての事務 

 ・公共海岸の占用や海岸での砂・土石の採取、施設の建設など一定の行為を許可制とし、料金を徴収 

 ・不法投棄による海岸の汚損など心ない行為を禁止・監督 等 

都道府県知事等 
・海岸保全施設の整備等 

 ・占用の許可 

 ・行為の許可   等 

  海岸保全区域の管理   一般公共海岸区域の管理 

都道府県知事等 
・占用の許可 

 ・行為の許可 等 

 

高潮浸水想定区域図 

（「福岡県高潮災害警戒区域図」ホーム

ページアクセス用 ２次元コード） 
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（３）クリーンビーチ推進対策事業 

① 目  的 

海岸美化を図るとともに、地域住民の海岸を大切にする意識を高揚させるため、地域

住民や企業等のボランティア活動を通じて、県が管理する海岸の清掃を行います。                   

 
② 支援内容                             

・ボランティア実施団体名を記載した表示板の設置 

・傷害・賠償保険への加入 

・報償費の支給 

 

 

 

 

 

 

   ③ 活動情報の周知 

海岸、道路及び河川の実施団体等の活動を紹介す

るＰＲ動画を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅ等で広告を行

います。 

また、既存の｢河川愛護ナビ｣を改修し、海岸、道路 

及び河川の実施団体等の活動箇所・内容、県の支援内

容などを分かりやすく掲載することで、県民の皆さま

への周知を進めます。 

 

   ④ 交流イベントの開催 

  愛護団体間で課題や好事例を共有できる意見 

交換を促進するとともに、海岸愛護に特に力を 

尽くした功労者を表彰する交流イベントを、 

道路・河川と合同で開催します。 

 

 
 
 
 
⑤ 参加団体の状況（令和 7 年 3 月 31 日） 

 

 
団 体 数 27 団体 

参加人数 1,063 人 

延    長   24,473 km 

【事業紹介パンフレット】

〈参考〉活動情報紹介サイト「河川愛護ナビ」 

 

功労者の表彰 
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６ 港湾の現況 

（１） 港湾の役割 

わが国は四方を海に囲まれ、加工貿易を中心として発展してきました。現在では、食料

の６割、エネルギーの９割以上を海外から輸入しています。国内物流においても海運が重

要な役割を担うなど、港湾は日本経済を支える最も基本的かつ不可欠な社会基盤として重

要な役割を担っています。 

 

（２） 福岡県の港湾 

   福岡県は、北西は玄界灘、響灘、南西は有明海、北東は周防灘に面しているという地理

的条件から、古くより大陸との玄関口として栄え、今後もアジアに開かれた交流拠点とし

て一層の発展が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・昭和 50 年地方港湾指定 

・主要貨物 非金属鉱物、砂利・砂  
・昭和 28 年地方港湾指定 

・主要貨物 重油、原油 
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・県管理港湾の利用状況 
 

 

 

 

 

 
※フレート・トン…運賃の算定基準となる貨物の重量又は容積の単位。 

貨物の数量表示には、重量建と容積建がある。これは、重量のあるものは船舶の喫水に、かさ高のものは積載容量にそれぞれ 

制限を与えるので、二つの表示方法を併用しており、運賃清算のもとになっている。１フレート・トンは容積で１．１３３立方 

メートル（４０立方フィート）、重量は１，０００キログラムを１トンとし、容積と重量のうちいずれか大きい数値 

 
 
 

 
 

 

小計 輸出 輸入 小計 移出 移入
合計 30,145,564 7,645,991 5,255,554 2,390,437 22,499,573 12,679,675 9,819,898

重要港湾 29,700,888 7,645,991 5,255,554 2,390,437 22,054,897 12,487,545 9,567,352
苅田港 27,697,941 6,570,505 5,167,184 1,403,321 21,127,436 12,392,497 8,734,939
三池港 2,002,947 1,075,486 88,370 987,116 927,461 95,048 832,413

地方港湾 444,676 0 0 0 444,676 192,130 252,546
宇島港 181,870 0 0 0 181,870 96,584 85,286
大島港 150,420 0 0 0 150,420 75,210 75,210

大牟田港 44,841 0 0 0 44,841 15,216 29,625
芦屋港 66,925 0 0 0 66,925 4,500 62,425
若津港 620 0 0 0 620 620 0

港名 全体
外貿 内貿

令和7年　県管理港湾取扱貨物量　　　　　　　　　　 (単位：ﾌﾚｰﾄ･ﾄﾝ)
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（３）県内重要港湾の現況 

ア 苅田港 

苅田港は臨海部に、九州電力(株)、UBE 三菱セメント（株）、日産自動車九州(株)、 トヨタ

自動車九州(株)等の企業が立地し、さらに、ユニ・チャームプロダクツ(株)、バイオマス発電

企業が新松山地区に進出するなど工業港として躍進を続けています。取扱貨物量は平成２９年

に過去最高（約 3,721 万ｔ）を更新しました。近年は令和２年に新型コロナウィルスの影響に

より取扱貨物量が落ち込んで以降、3,200 万ｔ前後で推移している状況であるものの、今後の

航路や埠頭などの港湾施設の整備により更なる発展が期待されています。 

特に新松山地区では、東九州自動車道、北九州空港が半径５km圏にあり、陸海空の輸送モ

ードが揃った好立地を活かした企業誘致が進められています。新松山臨海工業団地の第２期

分譲（約30万m2）では、令和７年２月にトヨタ自動車（株）が分譲地全面を購入し、完売し

ました。現在は、沖側の第３期分譲地やそれに隣接する新たな産業用地、ふ頭用地の造成も

併せて造成中です。また国による岸壁（-12m）や泊地(-12m)の整備も行われています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○港の利用状況    
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○苅田港港湾計画 

 苅田港では、「苅田港長期構想」を令和７年３月に策定しました。 

これは、「安全と安心は"みなと"から～サステナブルな社会をイノベーションで拓く苅田

港」を基本理念とし、「物流・産業」、「環境保全」、「人流・賑わい」、「安全・安心」の

４分野において、概ね２０年～３０年後の社会像から社会的課題、苅田港に求められる役割を

予測し、目指す姿、基本戦略、取組方針を設定。それらを踏まえ、施設の利活用の方針や、新

たな埠頭用地・産業用地の候補地について取りまとめたものです。 

現在、この苅田港長期構想を踏まえ、１０年～１５年程度の将来を目標年次として、港湾の

利活用の指針や新たな埠頭用地・産業用地等を定める港湾計画の改訂に向けた検討を進めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
苅田港長期構想 
二次元コード 

図 苅田港長期構想（令和７年３月） 
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イ 三池港 

三池港は、三井鉱山により整備され、明治４１年に開港しました。その後、三池炭鉱から

産出された石炭の積出港として発展し、昭和２６年に重要港湾に指定されています。 

 炭鉱閉山後の県南地域の振興や発展のため、平成１０年に公共岸壁を供用し、その後も船

舶の大型化に対応した航路の整備や公共埠頭の拡張等を行ってきました。平成１８年に開設

された、釜山港との国際コンテナ航路は、令和７年４月に船舶の老朽化により休止しました

が、同年８月から阪神港を経由して三池港と海外（北米、ヨーロッパ等）を結ぶ国際フィー

ダー航路が新たに開設されました。三池港は、今後も県南地域の物流拠点として期待されて

います。 

また三池港は、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」（平成２７年７月登録）の構成資

産であり、三池港が有する日本の近代化を支えた世界遺産に値する歴史的・文化的な価値を

保全するため、価値を構成する産業遺産の適切な保護に配慮しながら、港湾の開発及び利用

に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○港の利用状況 
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７ 港湾の課題 

昨今、国内外の社会経済情勢は大きく変化しており、産業の競争力の強化、国際拠点化の

加速、みなとを核とした地域の活性化、県民の安全・安心の確保を図ることは急務となって

おり、これらを実現するための課題は、以下のとおりです。 

・地域の基幹産業の生産性向上、国際競争力の強化のための航路･泊地･岸壁等港湾施設の 

整備 

・港湾背後の立地企業の需要動向に適切に対応した港湾機能の強化 

・地域振興の拠点となる地方港湾の整備 

・県民の生命と財産を守るための総合的な防災・減災対策の推進 

・老朽化の進む港湾施設の維持管理 

 

８ 港湾整備の施策体系 

福岡県では、「福岡県総合計画」に定められている基本方向や、基本方向ごとの取組事項と

施策を推進するため、港湾に関する具体的事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

☆次ページ以降において事業の概要説明を記載しています。 

 

基本方向 取組事項と施策 具体的事業 

改修（重要）事業 

港湾メンテナンス事業   ☆ 

災害関連事業 

港湾改修事業    ☆ 

緑地等整備事業 

交付金事業 県単独事業 国庫補助事業 

将来の発展を支える基盤を

つくる 
港湾整備事業 

（取組事項） 

生活と産業の発展を支え

る社会基盤の整備 

 

（施策） 

道路、港湾の整備 

感染症や災害に負けない

強靭な社会をつくる 

（取組事項） 

災害からの復旧・復興、

防災・減災、県土強靭化 

 

（施策） 

災害からの復旧・復興、

防災・減災、県土強靭化

の推進 

港湾機能施設整備事業 

臨海部土地造成事業 

起債事業 
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９ 港湾の整備・維持管理 

（１）港湾の事業概要 

 ア 港湾改修事業 

  港湾法第２条第５項に規定する港湾施設（水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施

設等）の建設又は改良の港湾工事を行うことにより、港湾を利用する一般公衆の利便性の

向上を図ります。 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

イ 港湾メンテナンス事業 

  

 建設後５０年以上経過する港湾施設の割合が増

大する中、加速度的に進行するインフラの老朽化

への対策を実施し、機能の復旧、延命化を図りま

す。 

                         

 

（２）港湾の管理 

ア 管理業務 

港湾法、福岡県港湾施設管理条例等に基づき行う主な業務は次のとおりです。 

維 持 管 理 港湾施設の維持管理、港湾台帳の整備、港湾施設の認定申請 など 

適正な運営 港湾施設の使用許可、港湾区域内等における占用許可 など 

規 制 港湾隣接地域の指定、臨港地区の指定、分区の指定 など 

防舷材復旧状況（苅田港） 

浚渫工事状況 

苅田港（苅田町） 

岸壁損傷状況 

浚渫土運搬状況 

岸壁改良工事完了 

苅田港（苅田町） 
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イ 港湾振興業務 

 

① ポートセールス活動 

三池港の利用促進を図るため、マイポートみいけ利用促進協議会（※）が主体とな

って、荷主企業、船社等に対する助成や港湾施設・周辺インフラ活用の利便性をＰＲ

するポートセールス活動（集荷、航路誘致）に取り組んでいます。 

※マイポートみいけ利用促進協議会 

 三池港への集荷、航路誘致による利用促進を目的に、福岡県、大牟田市、 

九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所、三池貿易振興会、大牟田商工会議所、 

三池港物流㈱の６団体で構成する団体。 

      ホームページ  http://www.miikeport.jp/      

② 港湾サービス提供の取組み 

苅田港及び三池港では、港湾ＥＤＩシステムの導入により、係船許可申請手続きの

電子申請を運用開始しています。また、関門港及び周辺水域を航行する船舶に対し、

国際海上ＶＨＦ無線電話海岸局(ポートラジオ)で港湾関連情報の提供を行っていま

す。 

 

ウ 港湾保安対策等の業務  

改正ＳＯＬＡＳ条約 (海上における人命の安全のための国際条約)の発効(H16.7.1)に伴

い、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、苅田港

及び三池港において出入管理等の保安対策を実施しています。  

 

エ 公有水面埋立免許事務 

公有水面埋立法に基づき県管理港湾の港湾区域及び一般海域における公有水面埋立ての

免許事務を行っています。 

 

オ その他 

港湾事業に関する漁業補償・争訴、港湾収支報告書の作成・公表や港湾統計調査等の港

湾の管理運営業務を行っています。 
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